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第５章  地域波及効果 

本市においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内（平成 34 年

度までの10年間）に、次のような市内外への波及効果が期待できます。 

 

１  経済波及効果 

本構想における4つの事業化プロジェクトを実施した場合に想定される事業費がすべて

地域内で需要されると仮定して、三重県産業連関分析シート（平成17年、188部門）を用

いて試算した結果、計画期間内（平成34年度までの10年間）に以下の経済波及効果が期

待できます。 

 

三重県産業連関分析シートによる経済波及効果    （単位：億円） 

県内最終需要増加額 541.9 

項目 生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 

直接効果 541.9 221.6 79.5 

1次生産誘発効果 135.4 67.1 26.0 

2次生産誘発効果 52.5 33.2 9.2 

合計 729.8 322.0 114.7 

※ 直接効果：需要の増加によって新たな生産活動が発生し、このうち県内の生産活動に影響を及ぼす額 

（＝県内最終需要増加額） 

※ 第１次間接波及効果（１次効果）： 直接効果が波及することにより、生産活動に必要な財・サービス

が各産業から調達され、これらの財・サービスの生産に必要となる

原材料等の生産が次々に誘発されることによる生産誘発額 

※ 第２次間接波及効果（２次効果）：生産活動（直接効果及び１次間接波及効果）によって雇用者所得

が誘発されることにより、さらにその一部が消費に回ることによっ

て生産が誘発されることによる生産誘発額 

※ 総合効果：直接効果、１次間接波及効果及び２次間接波及効果の合計 
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２  新規雇用創出効果 

本構想における4つの事業化プロジェクトの実施により、以下の新規雇用者数の増加が

期待できます。 

新規雇用者数 

事業化プロジェクト 新規雇用者数（人） 

木質バイオマス発電 32 

食品廃棄物の固形燃料化 11 

木質バイオマス固形燃料化 43 

汚泥固形燃料化 10 

合 計 96 
 

３  その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果のほ

か、以下の様々な地域波及効果が期待できます。 

期待される地域波及効果（計画期間終了年度における定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

低炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気：158,000 MWh/年 

熱：268,000 GJ/年 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替費 

（電力及びＡ重油換算） 

24 億円/年 

・温室効果ガス(CO2)排出削減量 89,500 t-CO2/年 

リサイクルシステムの 

確立 

・エネルギーの地産地消率 

＝生産されたエネルギーの市内での

消費量／市内で生産されるエネル

ギーの量 

電気：20.1 % 

熱：42.7 % 

（全て熱量換算した場合：13.7%） 

廃棄物の減量 

・産業廃棄物処理量の削減量 

（廃プラスチックを含む） 
10,560 t/年 

・産業廃棄物処理コスト削減量 

（廃プラスチックを含む） 
2.1 億円/年 

エネルギーの創出 

・地域エネルギー自給率 

＝バイオマスによるエネルギー供給

量／市内エネルギー消費量（平成

23年度） 

電気：5.3 % 

熱：12.5 % 

（全て熱量換算した場合：3.8%） 

防災・減災の対策 ・災害時の燃料供給量の増加量 チップ生産量：1,800 t/年 

森林の保全 

里地里山の再生 

生物多様性の確保 

・林地残材の利用量、販売量等の増加量 

間伐量：14,000 t/年 

間伐材搬出量：6,000 t/年 

原木販売額：0.45 億円/年 

チップ販売額：0.21 億円/年 

※ 「災害時の燃料供給量の増加量」及び「林地残材の利用量、販売量等の増加量」は、現状において間

伐による利用及びチップ生産が行われていることから、現状に対する10年後の増加量としている。 
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また、下記に示すような定量指標例によっても、様々な地域波及効果を発揮することが

期待できます。 

 

期待される地域波及効果（定量指標例） 

期待される効果 定量指標例 

森林の保全 

里地里山の再生 

・森林整備率 

＝間伐材利用等により保全された森林面積／保全対象となる森林面積 

流入人口増加による 

経済効果の創出 
・バイオマス活用施設への市外からの視察・観光者数、消費額 

各主体の協働 

・環境活動等の普及啓発 

＝バイオマス活用推進に関する広報、アンケート、イベント（セミナー、

シンポジウム等）の実施回数、参画人数 

・市民の環境意識向上 

＝バイオマス活用推進に関するアンケート、イベント（セミナー、シン

ポジウム等）への参画人数 

＝資源ごみ等の回収量 

・環境教育 

＝バイオマス活用施設の視察・見学、環境教育関連イベント等の開催回

数、参加人数 
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第６章  実施体制 

１  構想の推進体制 

本構想が有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、例えば、バイオマスの

収集・運搬やエネルギー・マテリアル等のバイオマス製品の利用においては市民や事業者

等との協働・連携が不可欠であり、大学や研究機関等との連携や国や県による財政を含む

支援も、プロジェクトを実現し継続するためには必要であるなど、事業者・市民・行政が

お互いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が協働して取り組む体制の構築が必要です。 

そのため本構想では、本市が主体となって「バイオマス産業化推進チーム（仮称）」を

設置し、当該チームが本構想の全体進捗管理、各種調整、広報やホームページを通じた情

報発信等を行います。本市は、事務局として当該チームの中核的役割を担います。 

各プロジェクト実施の検討や進捗管理は、民間事業者等の事業化プロジェクト実施主体

が中心となって行い、検討状況、進捗状況等について本チームに報告を行い、情報の共有、

連携の強化を図ります。 

なお、本市では、「津市環境基本条例」に基づいて津市環境審議会が設置されているほ

か、市民や事業者からなる津市環境基本計画推進市民委員会が「津市環境基本計画」の進

行管理を行っていることから、必要に応じて各事業化プロジェクトの進捗状況や点検評価

結果を津市環境審議会や津市環境基本計画推進市民委員会に報告し、助言を得ることとし

ます。 

構想の推進体制 

 

市民

・市の施策を踏まえた事業への協力、参加

国・県・他の市町村等

津市環境審議会
津市環境基本計画推進市民委員会

・事業化プロジェクト（施策）の実施状況、
進捗状況に対する意見（必要に応じて）

公表

情報提供

啓発

支援

協力

参加

連携

協力

支援
・事業化プロジェクト（施策）の実施状況、進捗状況の把握
・計画の進行管理、点検評価
・事業化プロジェクト（施策）推進上の課題解決
・施策間の調整
・広報等による進捗状況の公表

相談
意見

助言

支援

・関連施策（国・県）の実施
・市の施策、事業者への補助・支援
・情報の交換と共有

津市バイオマス産業都市構想の実現

・関係部署 ・関係機関（組合等） ・関係部署 ・関係機関

県（オブザーバー）

大学・研究機関等

・有識者による助言、指導

報告

意見聴取

市（事務局）

各事業化プロジェクト

・民間事業者、特別目的会社等による
各プロジェクトの実施者

事業者

・政府系金融機関
・銀行、等

金融機関資金調達

報告

連携

支援

協力

バイオマス産業化推進チーム（仮称）



37 

２  検討状況 

 本市では、バイオマス産業化推進準備チームを設置し、バイオマス産業都市構想策定に

向けた検討を行っています。 

 

バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 

年 月日 プロセス 内 容 

平
成
２
４
年 

12月25日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第一回会合 
キックオフ、今後の進め方確認 

平
成
２
５
年 

2月4日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第二回会合 

バイオマス産業都市構想に関する 

情報交換 

2月27日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第三回会合 

バイオマス産業都市構想に関する 

情報交換 

4月10日 
三重県農林水産部への 

概要説明・連携協力依頼 

バイオマス産業都市構想 

応募意向伝達、支援要請 

4月19日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第四回会合 
事業化プロジェクト進捗状況確認 

4月26日 
農林水産省食料産業局 

バイオマス循環資源課との協議 

バイオマス産業都市構想 

応募意向伝達、概要説明 

5月29日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第五回会合 
バイオマス産業都市構想素案内容討議 

6月13日 中勢森林組合へのヒアリング バイオマス利活用に関するヒアリング 

6月14日 JA津安芸、JA三重中央へのヒアリング バイオマス利活用に関するヒアリング 

7月18日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第六回会合 
バイオマス産業都市構想素案内容討議 

8月5日 
廃棄物系バイオマスに係る再資源化等

事業化検討研究会第一回（三重県）参加 

三重県におけるバイオマス資源活用に

関する取組との連携 

10月4日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第七回会合 
バイオマス産業都市構想提出案討議 

10月10日 
廃棄物系バイオマスに係る再資源化等

事業化検討研究会第二回（三重県）参加 

三重県におけるバイオマス資源活用に

関する取組との連係（進め方協議） 

11月22日 
廃棄物系バイオマスに係る再資源化等

事業化検討研究会第三回（三重県）参加 

三重県におけるバイオマス資源活用に

関する取組との連携（グループ討議） 

11月27日 
バイオマス産業化推進準備チーム 

第八回会合 

バイオマス産業都市構想申請に向けた

討議 
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第７章  フォローアップの方法 

１  取組工程 

本構想における事業化プロジェクトの概略取組工程を下図に示します。 

本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取組による効果等を確認・把握し、

必要に応じて変更や修正等、最適化を図ります。 

原則として、5年後の平成30年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行います。 

 

本構想の取組工程 

 

 

中期 長期

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28～30年度 平成31～34年度

３
木質バイオマス
の固形燃料化

４
汚泥の

固形燃料化

施策 プロジェクト
短期

２ 食品系廃棄物活用

１
木質バイオマス

発電

固形燃料化等の検討・実証（県） 固形燃料化設備の整備

メタン発酵の可能性検討

原料 製品・利用変換 実施 検討

原材料の収集・搬出・運搬方法の構築

木質バイオマス発電・売電

燃焼灰の利用・処理方法検討

固形燃料化の可能性検討

既存利用との調整

堆肥化・セメント原料化の継続

固形燃料利用

原材料の収集・搬出・運搬の拡充・継続

木質バイオマス発電設備導入

燃焼灰の利用・処理

原材料の収集・搬出・運搬方法の構築 原材料の収集・搬出・運搬の拡充・継続

固形燃料化の検討

固形燃料利用（販売）

固形燃料化設備導入・製造

事業性・事業方式検討 設備導入・固形燃料化

分別回収方法の検討 分別回収の啓発・指導

固形燃料化

固形燃料利用
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２  進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標例を、プロジェクトごとに次表に示します。 

 

進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 

全 体 

＜バイオマスの利用状況＞ 

・各バイオマスの利用量及び利用率と目標達成率 

・エネルギー（電気・熱）生産量、地域内利用量（地産地消率） 

・目標達成率が低い場合はその原因 

・バイオマス活用施設におけるトラブルの発生状況 

・廃棄物処理量（可燃ごみ量、ごみ質、組合負担金等） 

・これらの改善策、等 

＜バイオマス活用施設整備の場合＞ 

・計画、設計、地元説明、工事等の工程通りに進んでいるか 

・遅れている場合はその原因や対策、等 

１ 
木質バイオマスの 

発電プロジェクト 

・間伐面積及び間伐材積 

・間伐材の搬出量、素材等利用量（販売量）、地域内利用量（地産地消

率） 

・発電・コジェネレーション施設における発電量、熱利用量、売電量、

熱供給量 

２ 
食品系廃棄物（生ごみ）

活用プロジェクト 

・食品系廃棄物（生ごみ）収集量 

・変換施設（固形燃料化設備等）における原料受入量 

・固形燃料の生産量、供給量（販売量）、地域内利用量（地産地消率） 

３ 
木質バイオマスの固形

燃料化プロジェクト 

・間伐面積及び間伐材積 

・間伐材の搬出量、素材等利用量（販売量）、地域内利用量（地産地消

率） 

・固形燃料化（チップ化等）施設における原料受入量 

・固形燃料（チップ等）の生産量、供給量（販売量）、地域内利用量（地

産地消率） 

４ 
汚泥の固形燃料化 

プロジェクト 

・固形燃料化施設における原料受入量 

・固形燃料の生産量、供給量（販売量）、地域内利用量（地産地消率） 
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３  効果の検証 

(1)  取組効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの進捗管理及び取組効果の検

証は、各プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって5年ごとに実施します。 

具体的には、構想の策定から5 年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率及

び具体的な取組内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取組内容を

見直す「中間評価」を行います。また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利

用量・利用率及び具体的な取組内容の進捗状況、本構想の取組効果の指標について把握し、

事後評価時点の構想の進捗状況や取組の効果を評価します。 

本構想の実効性は、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて継

続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていきます。

また効果の検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行います。 

なお、中間評価並びに事後評価については、必要に応じて津市環境審議会や津市環境基

本計画推進市民委員会等に報告し意見を求め、各評価以降の構想等の推進に反映します。 

 

PDCAサイクルによる進捗管理及び取組効果の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

「津市バイオマス産業都市構想」 

の策定・見直し 

DO 

「津市バイオマス産業都市構想」 

の実施（事業化プロジェクト） 

CHECK 

構想の検証・評価 

◆経年的な動向や達成度に応じた要

因を含む進捗状況や効果発現状況

等を確認・評価し、構想の目的や目

標を達成するための課題等を整理 

◆市の広報やホームページへの掲載

等を通じた市民、事業者等への情報

発信、国や県、他の自治体との情報

交換等、行政以外の視点による評価

も検討 

ACTION 

改善 

◆課題等を踏まえた対策（改善策） 

の検討 

◆津市環境審議会や推進市民委員会 

への報告と意見聴取 

（必要に応じて） 

ＰＤＣＡサイクルの構築 
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(2)  中間評価と事後評価 

１）中間評価 

計画期間の中間年となる平成30年度に実施します。 

 

①バイオマスの種類別利用状況 

第２章１項の表で整理したバイオマスの種類ごとに、5 年経過時点での賦存量、利

用量、利用率を整理します。 

これらの数値は、バイオマス活用施設における利用状況、廃棄物処理施設の受入量

実績値、事業者への聞取り調査、各種統計資料等を利用して算定します。 

なお、できる限り全ての数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法につ

いても継続的に検証し、より正確な数値の把握、検証に努めます。 

 

②取組の進捗状況 

第７章１項の取組工程に基づいて、4 つの重点施策ごとに取組の進捗状況を確認し

ます。 

利用量が少ない、進捗が遅れている等の場合は、原因や課題を整理します。 

 

③構想見直しの必要性 

進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づいて、必要に応じて目標や取組内容

を見直します。 

 

ａ．課題への対応 

各取組における課題への対応方針を整理します。 

 

ｂ．構想見直しの必要性 

ａ．の結果を基に、津市バイオマス産業都市構想や各施策（プロジェクト）の実

行計画の見直しの必要性について検討します。 

 

④構想の実行 

目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取組を実施します。 
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２）事後評価 

計画期間が終了する平成34年度を目途に、計画期間終了時点における１）中間評価と

同じ「バイオマスの種類別利用状況」「取組の進捗状況」に加えて、以下の項目等につ

いて実施します。 

 

①指標の設定 

バイオマスの利用量・利用率以外に、本市の取組の効果を評価・検証する指標によ

り効果を測定します。 

評価指標は第７章３項の例を参考にして設定します。 

 

②改善措置等の必要性 

進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取組の原因や課題

について、改善措置等の必要性を検討・整理します。 

 

③総合評価 

計画期間全体の達成状況について総合評価を行います。 

前項で検討・整理した改善措置等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間

終了後の目標達成の見通しについて検討・整理します。 

津市環境審議会や津市環境基本計画推進市民委員会に上記内容を報告し、次期構想

策定に向けた課題整理や今後有効な取組について助言を得て検討を行います。 
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三重県新エネルギービジョン （平成25-32年度）

三重県

津市

みえグリーンイノベーション構想（平成25-27年度）

一般廃棄物処理基本計画

(平成20-29年度)
・３Ｒの推進
・適正処理
・有効利用による

資源循環型社会の構築
・市民、事業者、行政の協働

連携

バイオマス活用推進基本法 （平成21年6月公布、9月施行）

バイオマス事業化戦略 （平成24-32年度）

津市総合計画後期基本計画 (平成25-29年度)

『環境と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都』

津市バイオマス産業都市構想
(平成25-34年度)

『豊富な森林バイオマスと廃棄物系バイオマスを活用した

地域の総合的な産業振興と安全・安心なまちづくりの推進』

バイオマス活用推進基本計画 （平成22-32年度）

三重の森林づくり基本計画 （平成24-37年度）

国

みえ産業振興戦略（平成24-27年度）

生活排水処理基本計画

(平成20-29年度)
・排出抑制
・資源化

津市環境基本計画

(平成20-29年度)
『山、川、海、人が共生する

元気な街 津』

・ごみ「0」社会、意識の向上社会

・持続可能な快適なまち 津

・人とひと、人と自然のつながりの

あるまち 津

津市地球温暖化対策実行計画

(平成25-32年度)

津市都市マスタープラン
(平成22-29年度)

『ひと・うみ・みどり

輝く県都 “津市”』

・環境への負荷低減等による

自然環境の保全・活用

津市産業振興ビジョン
(平成21-29年度)

『多様な資源を活かし、産業連携によ

る活力あるまちをつくる』

・耕畜連携の促進

・木材利用の拡大

・森林資源を活用した新たな取組

・農商工連携の推進 津市森林整備計画
(平成23-32年度)

特定間伐等促進計画
(平成25-32年度)

津市地域新エネルギービジョン
(平成20-29年度)

・地域特性を活かした新エネルギー利用等の促進
・すべての主体の参加による新エネルギー利用等
の促進

第８章  他の地域計画との有機的連携 

本構想は、市の計画において「環境と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都」の実

現を目指す「津市総合計画」を最上位計画として、個別の計画や県における種々の計画等

との連携・整合を図りながら、バイオマス産業都市の実現を目指します。 

このほか、必要に応じて、周辺自治体や県外等を含む関係機関における構想・計画・取

組等とも連携を図りながら推進します。 

 

津市バイオマス産業都市構想の位置付け 
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